
また、安全、衛生上、事故防止の観点から、以下の

幼児プール利用について
幼児プールは、小学校入学前の未就学児を対象と
した施設です。ご利用にあたっては、保護者の方が
必ず付添い、事故の防止や、お子様の体調管理に
十分にご留意の上、仲良く、楽しくご利用ください。

⑤他の利用者の迷惑になるような行為は禁止です。

ことを守っていただきますよう、お願いします。

①熱中症を予防するため、帽子を着用し、こまめな水分・塩分の補給

①を行い、おおむね30分おきに休憩を取り、大人の目による体調管理

①を徹底してください。

①保護者の方は、お子様から目を離さず、常に事故防止に努め、また

①他の利用者に対しても事故の無いよう指導をお願いします。

②プールサイドは熱くなっていますので、プールサイドではサンダルを

①着用してください。

①サンダルはご利用の前後、足洗い場で洗って清潔にしてください。

③プールサイドを走ったり、プールへの飛び込みは禁止です。

④危険な遊具などの持ち込みは禁止です。
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⑥公園には駐車場がありません。幼児プールを利用される際は、徒歩

①または自転車で来てください。

①近隣の商業施設などへの駐車は、ご遠慮ください。

⑦その他、管理人の指示には必ず従ってください。

⑧幼児プールは、利用する方みんなのプールです。お互いにルールを

①守り、気持ちよくご利用いただきますようお願いします。


